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アメリカ判例法上の会計監査人の対第三者責任

三 原 園 子

はじめに

(1)平成三年三月の東京地裁判決(1)において,わが国で初めて,会計監査

人(公認会計士)の民事責任が認められた｡本件は,会計監査人の被監査会社に

対する契約責任に関するものであり,これまでのところ,会計監査人の対第三

者責任を認めた判例はわが国では見られない｡

(2)一方,米国では,既に1960年代に始まって1980年代には,会計監査人に

ついての訴訟件数は劇的に増大しており,これら多数の訴訟による判決で多額

の賠償責任を負ったことから,連邦で7番目に大きいといわれたLaventhol&

Howarth､会計事務所が,最近,倒産に追い込まれた(2'｡

(3)会計監査人の民事責任について,当初,イギリスに倣っていたアメリカ

の裁判所は,1800年代後半以降は独自の理論展開を遂げているく3)｡とりわけ,

会計監査人の過失にもとづく対第三者責任については,1980年代に入ってアメ

リカでは新たな議論を呼んだのであった｡

その例として,1983年のニュージャージー州最高裁判所のローゼンブルム社

対アドラー会計事務所事件判決 (4)が大きな反響を呼び,続いて,1985年には,

ニューヨーク州最高裁判所でクレジットアライアンス社対アーサーアンダーセ

ン会計事務所事件判決 (5)が出された｡こうしたことから,米国の会計監査人

のnegligence(過失)に基づく対第三者責任(不法行為責任)の範囲を画する基準

について,判例法上大別して3つ (正確には4つ)の基準を展開する州に分か

れることとなり(6),1931年のウル トラマレス社事件判決(7)以来の大きな進展

が見られた.しかし,合衆国全体の統-は未だ進んでいない模様である(8)o

(4)本稿では,これらの判例に代表される会計監査人の判例法上の対第三者

責任について,第三者の範囲を画する基準に焦点を当てたい (9)｡即ち,第三
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者責任の範囲を画する基準としては,｢- 契約関係およびそれに近い基準,

二 リステイ トメント基準,三 予見可能性基準,四 公序基準｣があり,-

乃至三が代表的基準 とされているようである(10)｡以下では, その各々につい

ての リーディング ･ケースを取 り上げて,検討を加えることとしたい｡

荏

(1) 東京地判 平成3年3月19日,金融商事判例873号27頁,判例時報1381号

116頁

(2) Pasewark,W.,ToWhom AreAccountantsAccountable?,BUs.

& SocYREV.,26,26(1991).

(3) 篠田四郎 ｢会計監査人の責任(二)｣名城法学25巻2号,1975年2頁

(4) H.Rosenblum,Inc.V.Adler,93N.J.324,461A.2d138(1983).

(5) CreditAllianceCorporationv.ArthurAndersen & Co" 65

N.Y.2d536,483N.E.2d110,493N.Y,S.2d435(1985).

(6) この点については,Note,Accountants'LiabilitytoThirdParties

forNegligentMispresentation:ShouldThereBea Uniform

Standard?,14AM.J.TRエALADVOC.,133,138-152(1990);Note,

13∫.CoRP.L.,863,867-873(1988)を参照｡

(7) UltramaresCorp.V.Touch,255N.Y170,174N.EA41(1931).
(8) このことが,より有利に訴訟を行えるような訴訟地を選ぶという現象を

生んでいる｡Note,Supranote6,14AMJ.TRIALADVOC.at155.
(9) 会計監査人の対第三者責任について,最近の英米の判例を紹介するもの

として.石山卓磨 ｢会計監査人の対第三者責任一英米に冶ける最近の判例

動向-(上)(下)｣商事法務1318号 ･1319号 ;揮悦男 ｢監査人の第三者に対

する責任-カリフォルニア州最高裁判決の概要-｣JICPAジャーナル452

号 ;山村忠平 ｢会計士の対第三者責任(-)｣中京学院大学法学論叢創刊号,

1986年,片木晴彦 ｢会計監査人の職務と責任 (1)-アメリカ合衆国におけ

る進展-｣広島法学9巻2号 (1985年)がある｡

(10) Note,Supranote6,14AM.a.TRIALADVOC.at138-152.;Note,

Supranote6,13∫.CoRP.L.,at867-873.

･一 契約関係およびそれに近い基準

(ThePrjvityorNearPrivityStandard)

(1)この基準には,契約理論および第一次的利益の原則 (primarybenefi-

cialrule)が含まれ(ll),以下に取 り上げる判例では, この うちの第一次的利
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益の原則が問題となった｡この原則のもとで,会計監査人が契約関係に無い第

三者に対して責任を負うための要件は,

｢①会計監査人がこの第三者を 明̀確に'知っており,かつ

②この第三者に被監査会社の財務諸表を信頼させることを監査契約の主

要な目的としている｣,という2つであった(12)｡

(2)この原則を適用 したリーディング･ケースが,先のウル トラマレス社事

件判決である(13)｡本件において,被監査会社たるStern社か ら,1924年 1月,

財務諸表の監査を依頼されたTouche会計事務所は,Stern社が銀行その他の与

信者から借入の拡大を図るために当該財務諸表を利用することに気付いていた

にもかかわらず,Stern社に副本として連番の32枚の監査済財務諸表を交付 し

た｡ しかし,これの受取人が誰であるかまでは知らなかった｡

Stern社から当該財務諸表の写しを渡された金融業を営む原告は, これを信

頼してStern社に対する貸付を行った｡Toucheは,架空計上された正味財産に

ついて,過失によって適正意見を表明しており,Stern杜は,1925年 1月 2日

に破産宣告を行った｡そこで,原告は,被告会計事務所に対 して過失および詐

欺を訴訟原因とする不法行為責任を追及したのであった｡

ニューヨーク州最高裁判所のカル ドーゾ (Cardozo)判事は,第一次的利益

原則に従って,以下のように判示 した｡

｢本件における役務の提供(すなわち監査)は,主として Stern社の事業の発

展に役立っように行われたものであり1監査終了後,Stern社およびその共同

経営者が財務諸表を提示する第三者のためには,付随的または副次的にしか行

われていない｡以上から,詐欺の責任は負うかもしれないが,過失責任を負う

ことにはならない(14)｡｣[()内 ･下線は筆者加筆]

加えて,過失についての十分な証拠は存在 したが,政策的な理由か らStern

杜との契約条件を越えて被告の責任を拡大するべきではない,と判示した｡

｢negligenceについても責任があるものとすれば,会計監査人は不注意な ミ

スや大失敗,つまり,欺職的な記入で隠蔽された盗みや文書偽造を発見できな

かったことについても,不確定な額につき無制限の期間に亘り不特定の人々に

対 して (inanindeterminateamountforanindeterminatetime~toan

indeterminateclass)責任を負わされかねない｡このような結果を生 じる義務

が存すると見ること自体に欠陥があるのではないか,と思われるほど,かかる
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条件のもとで監査業務を行う危険は,大きい(15)｡｣

(3)次に,独立した職業専門家として行為する点で会計監査人と共通する公

共計量士についてのダランザ-事件判決(16)との比較を行ってみたいC

本件では,Bench杜から豆を買い付けた買主らが,計量証明書に記載された

豆の重量が実際よりも11,854ポンド少ないことを知り,計量を行った公共計量

士を訴えた｡Bench社と被告たる公共計量士との間には,公共計量士が計量証

明書を作成し,かつその写しを買主に交付する旨の契約が締結されていた｡

ニューヨーク州最高裁判所において同じくカルド-ゾ判事は,第一次的利益の

原則に従って,以下の理由付で今度は原告の請求を認めたO

｢原告が(計量)証明書を利用したのは,公共計量士が行った (豆の計量)に

よる付随的または副次的な結果ではなかっ.た｡公共計量士の知るかぎりでは,

原告が計量証明書を利用したことは,(Bench杜と)公共計量士との間の (豆

の計量)契約における主要な目的であった(17㌔｣[()内は筆者加筆]

(4)この原則に修正を加えたのが,1985年のクレジットアライアンス社事件

判決である(18)｡本件では,原告が,ArtherAndersen会計事務所の適正意見

付監査報告書を信頼して Smith社に対する資金提供を拡大 したところ,同社

が破産したので,Andersenに対して過失および詐欺にもとづく損害賠償請求

訴訟を提起したものである｡第二審において,原告の請求が認められたが,2

人の判事が反対意見を述べ,かつ被告が最高裁へ上訴した｡ニューヨーク州最

高裁は,原判決を破棄自判し,原告の請求を全面的に退けたく19).即ち,.最高

裁は,不実表示財務諸表に依拠した契約関係にない第三者に対して,会計監査

人が過失に基づく不法行為責任を負う要件として,以下の3つを提示 した(20)0

(む会計監査人が,被監査会社の財務報告書の利用目的を詳細に知っていること

②会計監査人が知っている利用者または利用者集団が,当該財務諸表に依拠し

ようとしていることを,会計監査人が知っていること

③利用者の(財務報告書への)信頼を会計監査人が認識していることを示すよう

な,会計監査人と利用者または利用者集団を結びっける会計監査人側の何ら

かの行為が存在すること

この ｢会計監査人と原告とを結びつける会計監査人側の何らかの行為｣には,

例えばAnd占rsen会計事務所の誰かがSmith社の会議に同席して財務報告書の説

明を行ったこと,等が考えられる(21)0
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本件では,要件③が証明されなかったことか ら要件② も満たされず,原告は

敗訴 したものと思われる｡ ここでの場合,原告の立証要件 として,前掲判例で

示された 2つの要件に,新たに,③の ｢会計監査人と原告 とを結びつける会計

監査人側の何 らかの行為｣の存在を付け加えたものとみ られる｡

注

(ll) Sullivan,JりGnospelius,R.,DeflleSe,P.,Jaenicke,H.,MoNT-

GOMERY･SAUDITINGlothed.,at135-136.(1985)DlereinafterMoNT-

GOMERY･SAuDITING]本基準を採用している州としては,コロラド州,

フロリダ州,インディアナ州.ニューヨーク州,ペンシルバニア州等があ

げられる｡Causy,Aceountant'sLiability in an Indeterminate
AmountforanIndeterminateTimetoanIndeterminateClass:

AnAnalys上sOfToucheRo忌s& Co.Ⅴ.CommercialUnionlns.

Coリ57MISS.LJ.379,382(1987).

(12) BurtonI.,Palm erR.,KayR.,HANDBOOK OFAccoUNTING AND

AUDmNG,atCh.46-23(1981)[hereinafterHANI)BOOK]ここでは,

②について,単に取引に影響を与える手段および目的 ･endand′ain oi

thetransaction'とだけ記載されているが,判例を検討した限りでは,

本文の意味であると考えられる｡

(13) Iq.atch.46-21.判例については,注(7)を参照｡本件の概要を扱った

日本文献として,川内克忠 ｢アメリカにおける会計士の民事責任一判例法

の新展開-｣中京法学第5巻第4号,1970年,9真一15貢;同 ｢アメリカに

おける会計士の民事責任の新展開｣企業法研究第187揖,1970年,45頁;篠

札 前掲注(3)25巻2号,1975年,27貢.(注)14;龍田節 ｢アメリカ法におけ

る会計士の民事責任｣商事法務研究,第461号,1968年,272頁;同 ｢監査人

の対第三者責任序説｣商事法の研究,1968年10月,184真一185貢;塚本重頼

｢英法における過失による虚偽の発表の責任-とくにHedleyByrne事件

に関する貴族院の判決について-｣中央大学八十周年記念論文集,1965年,

614頁;永田忠哉 ｢職業監査人の第三者に対する賠償責任｣政経学会雑誌第

四号,77真一78亘;盛田良久 ｢アメリカ判例法上の第三者に対する監査責任｣

企業会計第31巻第10号,138貢-139貢等がある｡

(14) UltramaresCorp.,Supranote7,174N.E.atp.446.

(15) Id.,174N.E.atp.444.当該箇所の訳は,龍田 ｢監査人の対第三者責

任序説｣商事法の研究,前掲注(13),184真を参考にした｡

(16) Glanzerv.Shepard,233N.Y.236,135N.E.275(1922).本件の概

要を説明するものとして,川内克忠,前掲注(13)中京法学,9頁-15頁;篠田,

前掲注(3)25巻2号,1975年,pp.26-27(注)13;龍田,前掲注(13)商事法務

研究.8頁;盛田良久,前掲注(13),139頁等がある｡
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(17) Glanzer,135N.A.atp.275.

(18) Note,Supranote6,14AMJ.TRIALADVOC.,at138.;Note,Supra

note6,13∫.CoRP,Lリat868.判例については,注(5)を参照のこと｡

(19) CreditAllianceCorporation,Supranote5,65N.Y.2datp.543,

483N.E.2datp.112,493N.Y.S.2datp.437.

(20) Id.atp.551,483N.E.2datp.118,493N.Y.S.2datp.443.
(21) 後に検討するローゼンプルム:アドラー事件では,披監査会社Giant杜と

原告との間の営業譲渡に関する会議に会計監査人が出席し,Giant杜の経

営状態が今までになく良好である;と述べたか否かが問題となった｡

H.Rosenblum,IncリSupranote4,461A.2datp.141.本文はこのこ

とから推測した｡

ニ リステイ トメント基準 (The●RestatementStandard)

(1)先の契約関係ルールは,A.L.Ⅰ.の RESTATEMENT (SECOND)oF

ToRTS§552(1977)の採用によって緩和されている(22)｡このリステイトメン

ト基準かまたはこれを変形したもの右大多数の州が適用しているといわれてい

る(23)0

この基準のもとで,会計監査人が契約関係にない第三者に対 して過失に基づ

く不法行為責任を負う要件は,次の2?である(24)O

①会計監査人が,一人または限られた集団たる第三者が,財務報告書の受取

人となることを,意図しているか,または明確に知っていること,かつ

②この第三者が,被監査会社との間で行う取引 (会計監査人が知っている取

引)に際して,被監査会社を信頼 し得るような監査が行われたこと

ここでの第三者は,特定の ｢者｣のみならず,特定した比較的小 ｢集団｣た

る第三者にまで拡張された点で,さきに掲げた契約関係およびそれに近い基準

よりも,第三者の範囲が緩和されていると思われる｡ しかし,監査時に会計監

査人が予見していた第三者(後述の(3))は,力があり業務に精通 した与信者,

事業家,諸機関等であるから,個人でまたは顧問弁護士を通 して,会計監査人

が,第三者の信頼を予見 Lかつ第三者と被監査会社との間の取引を知っていた

ことを確かめることのできる者達である｡それ故,この基準に対しては,弱者

が保護されないという批判がなされている(25)0

以下では,この基準を適用 したリーディング･ケ-スとなるホワイ ト事件判
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漢(26)をとりあげ,同じくこの基準によると思われるクレジットアライアンス

社事件の第二審判決(27)との比較を行いたい｡

(2)ホワイト事件において,Guarente-HarringtonASSOCiates有限パー ト

ナーシップ (わが国の合資会社に相当)との間の監査契約に基づいて同パー ト

ナーシップの監査を行ったArtherAndersen会計事務所が,十分な検査なく譲

渡制限付証券についての一般的組合員 (無限責任社員)の評価を承認してしま

い,同組合員による資本の大部分の不正な引き出しに気付かなかった｡ところ

が,当該引き出しの有無は,監査契約上の監査事項とされており,同パートナー

シップの有限組合員 (有限責任社員)がAndersenに対 して,過失にもとづく

不法行為による損害賠償を求めた｡第一審,第二審ではいずれも原告が敗訴 し

たが,ニューヨーク州最高裁は以下の理由から原告の請求を認めた｡

｢本件において,会計監査人の役務の提供は監査人の知らない将来の人々の

集団に拡大されないが ･･当該有限組合員が必然的に当該パートナーシップの

監査報告書 ･･に依拠することに会計監査人は気付いていたはずである｡ ･･

監査報告書 ･の提供は,契約によって必然的に要求されるものであり,取引の

主要な目的の1つであった(姐)｡｣

｢(さきの)ウルトラマレス社事件における職業的専門家の役務の提供契約で

は,大衆に有利な責任を創り出すという一般的な理由で,会計監査人が過失責

任を負わないと判示された｡しかし,本件における原告は,単なる大衆のうち

の一人としてではなく,有限パートi-シップの特定の取り決めを実現するた

めに財務報告書が循環する確定したメンバーのうちの一人として,損害賠償を

求めているのである(29)O｣[()内は筆者加筆]

(3)他方,先に見たクレジットアライアンス杜事件第二審判決で原告の請求

が認められたのは,被告との間に契約関係は無いにしても,原告が,一流の財

務サービス会社である(30)ことから, リステイトメント基準の 予̀見された特

定の集団に属する人々'という第一の要件を満たす,と認定されたからであろう｡

しかし,これについて,反対意見は,以下のように述べている｡

｢本件において,原告は,専門家の仕事が第一次的に意図している特定の限

定された集団に属しておらず, ･･単に当該会社の将来の与信者,会計監査人

が知らない集団中の二杜を構成しているにすぎなかった｡･･原告とAndersen

会計事務所との間には契約関係が存在しない｡さらに,被告の監査報告書に対
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する原告の信頼では,･･Andersen会計事務所をホワイ ト事件の範囲に含め

ることはできない｡ホワイ ト事件は,専門家の過失にもとづく損害賠償請求に

ついての契約関係という要件をそれほど緩和 しているとは言えない(31)｡｣

(4)ホワイ ト事件判決およびクレジットアライアンス社事件第二審判決を比

較すると,第三者は,前者では確実に予見される者(被監査会社たる有限パー

トナーシップの有限組合員)であるのに対 し,後者では確実に予見されるとは

限らない者(ただの大手債権者)であったことが認められる｡後者の第三者は,

次に見る合理的予見可能性基準上の第三者と判別がつきにくい｡そのためか,

クレジットアライアンス社事件第二審判決は,後に最高裁で覆される｡

本来, リステイ トメント基準が予定 している第三者は,ホワイ ト事件判決で

見たように,会計監査人にとって,監査時に,契約をしている者か, "確実に"

予見される者,例えば披監査会社の有限組合員等,を予定 していると思われ,

これは,予見可能性基準よりずっと狭い範囲の第三者であるといえる｡

(22) Kirby,B.,Davis,T.,AccountantLiability:New Exposurefor

anOldProfession,35SouTHDAKOTAL.REV.,574,583(1991);

Note.Supranote6,13a.CoRP.Laも869.;Siliciano,J.,Negligent

AccountingandtheLimitsoHnstrumentalTortReform,38

DEF.L.∫.,481,490(1989)etc.

(23) Note,Supranote6,14AM.J.TRIALADVOC.,at146.適用州は,ジョー

ジア州,アイオワ札 ワシントン州等｡Causy,Supranotell,at382.

(24) HANDBOOK,SuPranote12,atch.46-23.;Kirby,B.,Davis,T.,

Supranote22,at584.

①は,RESTATEMENT(SECOND)OFToRTS§552(2)(a)に,

②は,RESTATEMENT(SECOND)OFToRTS§552(2)(b)に該当する｡

原文は,情報提供者の責任について述べているが,本文中では,会計監

査人に合うように,解釈･記述した｡

(25) HANDBOOK,SuPranote12,atch.46-25.

C0.,43N.Y.2d356,372N.Y.2dSIS,401N.Y.S.2d474(1977);Note,

Supranote6,13∫.CoRP.L.,at870.

(27) CreditAllianceCorporationv.ArthurAndersen& C0.,101

A.D.2d231,476N.Y.S.2d539(1984).

(28) ShelbyWhite,Supranote26,43N.Y.2datpp.361-362,401N.Y.S.
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2datppA77-478.

(29) Id.,atp.363,401N.Y.S.2datp.479.

(30) CreditAllianceCorporation,Supranote27,476N.Y.S.2datp.
541.

(31) Id.,atp.363,N.Y.S.2datp.545.

三- 1 予見可能性基準 (TheForeseeabirityStandard)

(1)リステイ トメント基準の弱者保護に欠けるという前記の批判を克服する

べく登場 したのが,予見可能性基準 (32)である｡

この予見可能性基準のもとでは,会計監査人は,被監査会社との間の監査契

約締結および監査報告書交付時点で,当該監査報告書に依拠するであろうこと

が合理的に予見可能な第三者に対して民事責任を負う(33)｡それ故,第三者の

範囲はリステイ トメントのそれよりも拡大された｡

(2)1983年 6月のローゼンブルム社事件判決(34)において,原告は,被告た

る会計事務所が表明した Giant社についての無限定適正意見を信頼 し,同社

に対する営業譲渡の際に同社の普通株を取得したところ,倒産によってこれが

無価値となったことから,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した｡

ニュージャージー州最高裁は,次の公序理由から,原告の請求を認めた(35).

(1)予見可能性基準を採用することにより,会計事務所に対 して一層完全な

監査を促すことになり,その結果訴訟も一減る(36)0

(2)会計監査人は,責任保険を利用でき,かつ一般の人々に対して費用を分

散できる立場にある(37)O

(3)会計監査人は,会社の会計システムについて知っているので,第三者よ

りも会社の危険を発見しやすい立場にある(38)o

また,同最高裁は,最初からこの公序に基づいて,以下のように,第三者が

立証しなければならない不法行為の基本的な立証要件を提示した(39)0

I①第三者が,被監査会社から財務諸表を受け取ったこと

(参第三者が,当該事業目的に従って財務諸表を信頼 したこと

③不実表示が,会計監査人の過失から生 じたこと

④会計監査人の過失が,損害の主原因であること

一方,予見可能なすべての第三者に対 して会計監査人が責任を負うことを原
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別としつつ,この責任を負う範囲に歯止めをかけるために,被告側の公序理由

を提示したのが,1986年のシチズンステイト銀行事件判決(40)およびIMC社事

件判決(41)の2つである｡

(3)シチズンステイト銀行事件判決において,Timm会計事務所が被監査会

社たるCFA社の財務諸表を作成および監査 して,無限定適正意見付監査報告

書Citizens銀行(C銀行)に送付した｡C銀行は,Timmが作成した財務諸表を

検査して,CFA社に追加貸付を行ったoその後,1974年および1975年の財務

諸表に総額400,000ドル以上もの重要な誤りがあることをTimmの従業員が発

見して訂正し,C銀行に通知した｡C銀行は,CFA社に対する未収金152,214.44

ドルの支払催告を行ったが,CFA社は倒産したo この未収金の損害賠償を求

めて,C銀行は Timm会計事務所および責任保険会社に対 して訴訟を提起 し

た｡

ウィスコンシン州最高裁は,会計監査人は予見可能な第三者全員に対して当

然に過失責任を負い,免責されるのは以下の6つの公序のうちのいずれかがこ

の責任を排斥するときのみであると述べた(42)｡

｢(1)権利侵害と(会計監査人の)過失との間に因果関係がないこと

(2)権利侵害が過失のある不法行為者の有責性 (culpability)とは全く不均

衡なものであること

(3)過去においても,過失が権利侵害を惹起することは大変異常であること

(4)損害賠償請求を認めることが過失のある不法行為者に非常に不合理な責

任を課すことになること

(5)損害賠償請求を認めることによって (原告による)詐欺的請求を容易に

許すことになると予想されること

(6)損害賠償請求を認めるについての正当な理由がないこと｣

本件では,会計監査人は一旦適正意見を表明したけれども,後に誤りに気付

いて訂正 したことが,会計監査人を免責する公序として検討されている｡結局,

裁判所は,Timm会計事務所の従業員が監査済財廟諸表の利用目的について知っ

ていたか否かを判断できないとして破棄,事実審裁判所に差戻した(43)｡

(4)一方,IMC社事件判決において,Butler会計事務所は,Westside杜の財

務諸表の監査にあたって無限定適正意見を表明したが,不動産の担保のための

信託証書によって保証されていた筈の10万 ドルの受取手形は.他社による先順
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位の信託証書の譲渡抵当実行手続きがあるために,実際の担保金額が著しく減

少あるいは消滅に等しい,ほぼ無価値となっていた｡ ･この受取手形はWestsideヽ

社の正味財産の57%を構成することから,Butler会計事務所の評価 ミスは重大

であった｡Westside社から当該監査報告書の写しを交付された IMC社は, こ

れを信頼して,1980年4月,Westside社からの政府ローンの買取 りを契約 し

た｡しかし,実際には,Westside社は,10万 ドル以下の資産 しか有 していな

かったので当該取引を行う資格がなく,結局,IMC社に約束の信託証書を送付

できなかった｡このことから IMC杜は475,293ドルの損害を蒙った｡そこでま

た,1980年 6月,Westside社は,同額の約束手形を IMC社に振 り出したが支

払不能に陥ったので,IMC杜はこの支払いを求めて提訴した｡

被告は,監査時に,Westside社が当該取引に際して少なくとも10万 ドル正

味財産を必要とすることに気付いてはいたが,監査時に IMC社との間に財務

諸表の正確性を検証する契約はなく,同社が当該財務諸表を受け取ってこれを

信頼することにも気付かなかったことが認定されている(44)0

裁判所は,監査報告書に対する大衆の信頼を重要としながらも,製造物責任

とは異なり,被監査会社の財務諸表が完全に真実でかつ過失が無いことを保証

するものではないと述べた(45).さらに;以下の理由から,原判決を破棄 し,

会計監査人は合理的に予見可能な第三者に対して,公序によって明確に排除さ

れない限り,過失に基づく不法行為責任を負う旨を判示した｡

｢かかる損失の危険は,顧客そしそ最終的には大衆消費者に危険を分散でき

る職業会計人に課すのが望ましい｡そうすれば,職業専門家の注意を要する技

術を高め,過失も少なくなるので,社会全体として一層有益である(46)｡｣

(5)以上の三件について検討した結果,ローゼンブルム社事件判決には,上

記二つの判決とは異なる特徴が見られる｡

シティズンステイト銀行事件判決およびIMC社事件判決においては,会計監

査人は合理的に予見されるすべての第三者に対 して責任を負い,その上で公序

によって免責されるという手法が用いられていたのに対して,ローゼンブルム

社事件判決においては,予め公序を前提とした上で,原告となり得る者の範囲

を,合理的に予見されるすべての第三者ではなく,①被監査会社から,(塾固有

の事業目的のために,真実を述べていない監査報告書の写 しを受け取った者,

に制限 (47)している｡さらに, ローゼンブルム社事件判決では,比較過失
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(comparativenegligence)を認めている(48)0

また,ローゼンプルム杜事件判決よりも他の2つの判決の方が,会計監査人

の過失責任についての第三者の範囲は広いといわれている(49)｡ というのは,

会計監査人が自己の責任を軽減するために公序の抗弁を立証するのは非常に難

しいからである(班)a

注

(32) 1980年代に入って,カリフォルニア州,ニュージャージー州, ウ ィス コ

ンシン州,ミシシッピ州といった4つの州が採用したoNote,Supranote

6,13∫.CoRP.L.at871.;Note,Supranote6,14AM.J.TRIAL

ADVOC.at150,m.90.

(33) HANDBOOK,SuPranote12,atch.46-23.
(34) 前掲注(4)を参照｡

(35) Note,Supranote6,13∫.CoRP.Lリat875-876.

(36) Rosenblum,Supranote4,461A.2datp.152.

(37) Id.atp.153.

(38) Comment,Rosenblum,Inc.Ⅴ.Adler:CPAsLiableatCommon

Law toCertainReasonablyForeseeable Third PartiesWho

DetrimentallyRelyonNegligentlyAuditedFinancialStatements,
70CoRNELL.L.REV"335,353(1985)

(39) Rosenblum,Supranote4,461A.2datp.152.;Note,Supranote

6,13J.CoRP.L.,at876.

(40) CitizenStateBankv.Timm,Schmidt& C0.,113Wis.2d376,

335N.W.2d361(1983).

(41) InternationalMortgageCompanyvJohnP.Butler,177Cal.

App.3d806,223Cal.Rptr218(1986)

(42) CitizenStateBank,Supranote40,335N.W.2dat366.これも

衡量テスト (balancingtest)の一種と評価されている｡Kirby,B.,

Davies,T.,Supranote22,at588.

(43) CitizenStateBank,Supranote40,335N.W.2datp.367.

(44) InternationalMortgageCompany,Supranote41,177Cal.App.

3datp.810,223Cal.Rptratp.220.

(45) Id.atp.817,223Cal.Rptratp.225.

(46) Id.atp.820,223Cal.Rptratp.227.

(47) Gossman,T.,IMCv.Butler:ACaseforExpandedProfessional

LiabilityforNegligentMisrepresentation7,26AM.Bus.L.∫.,99,

114,n.96(1988)

(48) Id.at120.Rosenblum,Supranote4,461A.2datp.152.
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(49) Ibid.

(50) Note,Supranote6,14AMJ .TRIAL ADVOC.,at152.

三-2 予見可能性基準についての論争

(1)予見可能性基準の支持者が掲げるその根拠は,次のとおりである(51)0

①会計監査人は危険を他の者に分散することができること

②責任保険を利用できること

③責任拡大による悪影響を受けないこと

④責任拡大によって,監査の質を向上させ社会全体に有益であること

予見可能性基準の最初の提唱者である Wiener判事は,予見可能性基準を提

唱する理由について以下(ア)～(ェ)のように述べている｡

(ア)会計監査人の役割の変化

｢1931年当時には,会計監査人の第一次的な責任は事業主に対して負い,事

業の経営について報告し,従業員の詐欺および横領を発見すること,を目的と

していた｡しかし, ･･今日,公開会社の監査は,主に第三者たる利用者のた

めに行われているのである(52)｡｣[下線は筆者加筆 ;以下(イ)～(ウ)も同じ]

(イ)会計監査人と大衆との間の責任負担の問題

｢会計監査人の責任を制限することは,不実表示財務諸表による挽矢の危険

についての交渉または対策を講じ得る者(っまり第三者)に損失の危険を負担さ

せるのが社会の利益に資する,という事実に依拠している｡これは,会計監査

人の善意のミスで財務諸表が不正確であるのは,株式市場の危険負担または信

用拡大にはつきものである,という推論に基づいている｡しかし,これは損失

の危険をその発生を一番防ぐことのできる当事者に課すべきであるという

的社会政策とは矛盾する(53).｣[()内は筆者加筆]

=些

(ウ)不正を隠蔽していた被監査会社の倒産による会計監査人の代位責任

｢二以上の当事者の責任の程度が異なる場合に,責任が小さい者の方に損害

賠償させることになる｡しかし,かかる不公正が生じるのは,本来責めに帰す

べき当事者(被監査会社)が支払不能だからである｡ ･･法による解決は,責め

に帰すべきもう一方の当事者を隔離し, ･･権利を侵害された者に補償をしな

いことではない｡不完全な判断と,何もしないこと,とを比較するとき,法は,
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より悪弊の少ないものとして,不完全な判断を選ぶであろう(54)｡｣

(ェ)そして,最後に,ローゼンブルム :アドラー事件判決でも引用された文

言で,次のように締めくくっている｡

｢過失のある会計監査人を時代錯誤の保護から解き放つ時期にきている｡予

見可能な権利侵害に基づく会計監査人の責任は,損害の填補および過失行為の

防止という二重の機能を果たすであろう｡ ･･･公認会計士の過失不実表示責

任の尺度として予見可能性基準を用いることは,長い目で見れば,会計監査人,

投資家および大衆の利益に資するであろう(55)｡｣

(2)しかし,これに対しては,主に契約関係およびそれに近い基準の支持者か

らの反発があり,その理由として以下の事項があげられている(56)｡

①フリーライダーの存在 ;債権者および投資家は,貸付 ･投資額の警告によっ

て危険を評価できること

(参責任保険の危機(sl)

③監査人の公共信託機能から,責任が不明確で原告の数が不特定になること

④会計事務所倒産の危機

Gossman准教授は,予見可能性基準について,以下のように批判 している｡

｢予見可能性基準を提唱する者は,次の4つの重要なことを無視 している｡

それは,第一に,予見可能性基準は,『過失による詐欺(negligentdeceit)』 と

いう全く新しい不法行為を創造している｡第二に,予見可能性基準は,人また

は有体財産に対する物理的損害にかかわる過失についての効果的な責任の制限

とはなるが,金銭的損害については全く制限とはならないので,実際には,予

見可能性基準は,職業会計人に潜在的な原告という不特定の階層の人々に対す

る無制限な責任を負わせることになる｡第三に,予見可能性基準は十分な制限

ではないので,ほんのわずかな過失のある会計監査人にさえも積極的な詐欺を

行った者と同程度の責任を負わせることになる｡第四に,予見可能性基準は,

それ故,他の民間の職業的専門家が負わない責任を会計監査人に課すことにな

るうえ,法的または道徳的にこれらの結果を正当化する公序について,客観的

な分析が行われてきていない(58).｣
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注

(51) Kirby,B.,Davis,T.,Supranote22,at593.

(51) Wiener,CommonLawLiabilityoftheCertifiedPublicAccount-

antforNegligentMisrepresentation,20BAN DIEGOL REV.,233,
250(1983).

(53) Id.at252-253.

(54) Id,at258-259.

(55) ld.at260.Rosenblum,supranote4,461A.2datp.153.

(56) Kirby,B.,Davis,T.,Supranote22,at593.
(57) AICPA (米国公認会計士協会)の予定していた1980年の責任保険料は,

25人を有する会計事務所において,100万 ドルの担保範囲について1人当

たり約64ドルであった｡しかし,1986年には保険料は1人当たり1,165ドル

に適した｡Gossman,Supranote47,at125.また,1984年にはニュー

イングランド再保険会社,1985年には北アメリカ保険会社,同年1月には

Crum &Foster保険会社が,会計監査人の責任保険を中止した｡Ibid.

(58) Id.at127.

四 公序基準 (ThePl｣blicPolicyStandard)

(1)公序基準は,1986年 2月のラリタン･シドペック社事件判決 (59)におい

てノースカロライナ州控訴裁判所で採用された｡先の予見可能性基準における

2つの判決が,対第三者責任に歯止めをかけるために公序を提示したのに対し,

本判決では,以下の ｢個別具体的な 衡̀量テス ト'(case-by-case B̀alancing

Test')｣における6つの要素から被告の.損害賠償責任を判断している(60)｡

①取引が原告に影響を与えると意図されている筆巨囲

②原告が蒙る損害の予見可能性

③原告が権利侵害を蒙る確実性の程度

④被告の行為と原告が蒙った権利侵害との間の近接性

⑤被告の行為に対する道徳的非難

⑥将来の損害を避ける政策

本件は,両原告が,InternationalMetalCorporation(IMC)に対する与

信を拡大 したところ,同社が倒産 し,一万 ドル超の損害を蒙ったので,同社の

監査を行ったCherry会計事務所に対 して,訴訟を提起 したものである｡

(2)原告Raritan社は,定期的に鉄鉱を IMC社に掛売するに際 して Cherry

会計事務所の作成 したDun&Bradstreet報告書に依拠 していたので,IMC社
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とCherry会計事務所との間の契約上の受益者たる第三者であると裁判所に認

定され,請求が認容された(61)｡

(3)一方,原告 Sidbec社は,IMC杜に対する貸付を拡大するに際して Dun

&Bradstreet報告書に依拠 していることがはっきりとは認められないので,

契約上の受益者たる第三者とは認められなかった (請求一部棄却)が,不法行

為に基づく損害賠償請求が認められた(請求一部認容)(62)｡ ここで用いちれた

のが, 衡̀量テスト'でちる.

裁判所は,｢本質的に,責任は個々の監査の目的次第である｡ しか し, ビア

カンジャ･テストによれば, ･･監査の目的を決定要因の内の1つに (格下げ)

する･･ことによって,責任を窓意的な目的に基づいて判断することを避ける

ことができる(63)｡｣[下線 ･( )内は,筆者加筆]と,述べているo

まず,裁判所は,第一の考慮事項たる①取引が原告に影響を与えることを意

図されている範囲について,これを認めた｡即ち,裁判所は,Cherry会計事

務所が,Sidbec社を IMC社に対する貸付を拡大する際の,監査報告書の受取

人とすることを,意図しておらず,また明確に知っていたわけでもなかった,

ことを認めた｡ しかし,IMC社とCherry会計事務所との間の監査契約は,監

査報告書を信頼することを Cherryが知っている原告や他の債権者のために締

結されたものであるから.Cherryの監査は原告に影響を与えることをまさに

意図していたといえる,と判示した(叫 ｡

次に,第二の考慮事項たる②予見可能性 についても,これを認めている｡

｢IMC社の相当なマイナスの正味財産を発見 ･開示できなかったことから･･

Sidbec杜のような債権者が害されることは,予見可能であった(65)｡｣

続いて,第三の考慮事項たる③権利侵害の確実性,第四の考慮事項たる④近

接性についても,これを認めた｡

以上から,Sidbec社は,少なくとも①～④という最小の要件を満たしている

ので,Cherry会計事務所に対する損害賠償請求が認められる, と判示された

のである(66).

(4)公序基準においては,監査の目的のみに偏って判断することなく,衡量

テストの6つの要素のそれぞれを個別具体的に適用して,バランスさせている｡

しかし,未だ ｢公序｣についての客観的な分析がなされておらず (67), この基

準は,裁判官の自由裁量の余地が大きくなる危険を学んでいるといえよう｡
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注

(59)RaritanRiverSteelCompanyv.Cherry,Bekaert&Holland,
Sidbec-Dosco,Inc.,V.Cherry,Bekaert& Holland,339S.E.2d62
(N.C.1986).

(60)RaritanRiverSteelCompany,Id.at68-69.ノースカロライナ州

控訴鼓は, 衡̀量テスト'を他の職業的専門家(法律家,建築家)にも適用

している｡Id.at69.衡量テストは,1958年のビアカンジャ事件判決

(Biakanjav.Irving,320P.2d16,19.)で提示されたものである｡Id.
at68.;See,Kirby,B.,Davies,T.,Supranote22,at588,n.125.;
Note,Supranote6,13∫.CoRP.L.,at879,m.169./-スカロライナ

州の他に,カリフォルニア州,モンタナ州もこれまでに衡量テストを採用

している｡RaritanRiverSteelCompany,Supranote59,339S.E.
2datp.68.

(61)Id.atp.64-65.
(62)Sidbec-Dosco,IncリSupranote59,339S.E.2datpp.64-66.
(63)Id.at69.本裁判所は,予見可能性基準については,会計の分野では,

誤った情報が流通する範囲および損害が大きいことから,また, リステイ

トメント基準は,原告の範囲を慈恵的に制限するものであるとして, これ

らを採用しない｡Id.at68.
(64)Id,at69.
(65)Ibid.
(66)Id.at69-70.

(67) Gossman,Supranote47,at127

おわりに

(1)本稿では,会計監査人が責任を負 う第三者の範囲を中心に米国の判例を

検討 してきた｡ ウル トラマ レス, シティズン･ステイ ト銀行, ロ.-ゼ ンブルム

事件判決においては,会計監査人が適正意見を表明 した後に,披監査会社が倒

産 したという重大な事実か ら, この発生可能性に気付かなかった会計監査人に

は重過失があると思われる｡ しか し, ウル トラマ レス事件判決では,不特定の

期間,不特定の人々に対 して,不特定の額の損害賠償責任を負 う可能性を考慮

するという政策的な理由か ら,裁判所 は,被告を免責 した｡

(2)クレジッ トアライアンス,IMCおよびラリタン･シ ドペック事件判決で

は,被監査会社 は債務不履行に陥 っているが倒産 していないことか ら,重過失

を推認するには不十分であると思われる｡ しか し,IMC事件判決では,後に垂
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要な誤りの指摘があり,このことから会計監査人には重過失があるといえよう｡

(3)以上から,あくまで私見ではあるが,重過失と見られる事件と通常過失

に相当する事件との間で,暗黙のうちに基準の使い分けが行われているように

思われる｡しかし,会計監査人の対第三者責任を画する基準を通常過失と重過

失に分けず,一律に過失責任として検討すれば,三-2の(2)で見た4つの批

判が当然のこととして受けとめられよう｡

(4)ここで,今日,財務諸表の適正性を証明する役割,いわば公共信託的機

能を果たすことが期待されている会計監査人(68)に,単なる通常過失について

も民事責任を負わせることが,果たして社会全体にとって有益であるか,につ

いて考える必要があろう｡かかる通常過失責任は,重過失,詐欺を推認させる

ような重過失,および詐欺,についての茸任とは次元を異にするものと思われ

る｡

(5)米国における責任保険の危機等を考慮すれば,重過失については,でき

るだけ狭い予見可能性基準 (ローゼンブルム基準)を適用し,その上で,シティ

ズンステイト銀行事件判決で見た6つの ｢公序｣を考慮するのが良いと考えら

れる｡なぜなら,ローゼンブルム基準をウルトラマレス事件で適用した場合,

前者の事件の4つの立証要件のみから判断すれば,後者の事件の被告は,まさ

に不特定の期間,不特定の人々に対して,不特定の額の責任を負うことになる

からである｡しかし,この ｢公序｣については,客観的な分析が未だ行われて

おらず,今後の研究が要求される｡

(6)一方,通常過失については,クレジットアライアンス事件判決において

確立された基準を用いることが望ましいと思われる｡この基準を適用するに際

して,わが国のような立証責任の転換がない以上,第三の要件たる 原̀告と会

計監査人とを結びつける ｢行為｣'を原告が立証すれば,当該行為において第

三者を害する意図の無いこと(罪-の要件)の証明責任は被告が負担すべきであ

ると思われる｡

(7)会計監査人に対する訴訟に対応するために,近時,日米において様々な

方策が模索されており(69)今後の展開が連目されるo
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注

(68)他の職業的専門家 (例えば,医師,法律家,建築家等)との相違につい

てはNote,ThePeculiarTreatmentorcontributorynegligencein

Accountants'LiabilityCases,65N.Y.U.LREV.329,331(1990)杏

参照｡

(69) わが国では,経営者の確認書の提出 (日本経済新聞'92.10.22.付版),分

析的手続きの導入 (日経金融新聞'92.10.2.付版)が義務付けられた｡分

析的手続については,監査基準委員会報告書第 1号 ｢分析的手続｣企業会

計44巻11号を参照｡また,独立色の強いアメリカの6大会計事務所(ビッ

グシックス)ち,常設委員会という横断的な組織を設立した｡(日本経済新

聞 '92.12.2.付版)

<付記> 本稿は,1993年 1月14日,早稲田大学法学研究科に提出 した修士論

文 ｢現代社会における会計監査人の責任一英米判例法における過失認定 と対

第三者責任-｣の一部要約である｡ 1993.10.31.記




